
 

千葉市喀痰吸引等研修支援事業について 

 

 本市では、現在、喀痰吸引等の医療的ケアを提供できるサービス事業所が不足しており、医療的ケア

を必要とする方や、そのご家族は、不安を抱えている状況です。 

そこで、医療的ケアを行える事業所を増加させるため、平成２６年度から、ヘルパー等医療職以外の

ものが医療的ケアを行うために必要な喀痰吸引等研修のうち、第３号研修にかかる経費について、一部

を助成する制度を開始しました。 

 当該事業は対象者が千葉市在住の障害者(児)であれば、介護保険サービス事業所でも利用することが

可能です。是非ご活用いただき、医療的ケアが必要な利用の支援にご協力いただくようお願い致します。 

 

「千葉市喀痰吸引等研修支援事業ホームページ」 

http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/kakutankyuuintoukennsyuu.html 

 

１ 喀痰吸引制度について  

 平成２４年４月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、一定の研修を受けた介護職員等におい

ては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件のもとで「たんの吸引等」の

行為が実施できるようになりました。 

 現在、喀痰吸引等を行うことが出来る事業所は、平成２８年４月時点で千葉市内に２０事業所あります。

制度開始以降、事業所数は少しずつ増加していますが、まだ一部の事業所でしか医療的ケアが行えないとい

うのが現状ですので、本事業を活用する等し、医療的ケアの提供についてご協力いただきたいと思います。 

 

２ 喀痰吸引等研修支援事業の概要  

（１）目的  

喀痰吸引等医療的ケアを必要とする在宅障害者が、安心して日常生活を送れるよう、喀痰吸引等を実施

できるヘルパーを増やすため、医療職以外のヘルパー等が、特定の者に対して喀痰吸引等医療的ケアを行

うための研修（第３号研修）を受ける費用を助成する。 

 

（２）事業内容  

 ① 助成対象費用 

喀痰吸引等研修（３号研修）を要する費用のうち、基本研修と実地研修のいずれか一方に係る費用（教

科書代等の実費負担は除く） 

 ② 助成金額 

   助成対象費用の半額と補助基準額を比べどちらか低い額を助成する。 

    ［補助基準額］ 基本研修  5,000円（講義） 

実地研修  2,500円（看護師等の指導のもと本人に喀痰吸引等を実施） 

（３）助成対象  

所属する職員等に、研修を受講、修了させ、その後千葉市在住の障害者等に対し喀痰吸引等を行わせる

ことを予定している事業所（①公立の事業所、②千葉市内の障害者支援施設以外の第一種社会福祉施設を

除く） 

※「事業所」として想定されるのは障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、幼稚園、学校、介護保

険サービス事業所（障害者を対象とする場合のみ）等が想定される。 
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３ 申請から支払いまでの流れ   

 

 

 

 

 

（１）交付申請  

  ① 提出時期 … 研修受講開始前 かつ 受講料支払い前 

  ② 提出書類 … 千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付申請書（様式第１号） 

   【添付書類】   ア 登録研修機関に対して研修の申し込みを行う際に提出する書類の写し 

イ 研修を受講する職員との雇用契約書写し（要原本証明） 

ウ 登録研修機関の研修費用の内訳がわかる資料 

エ 暴力団員等に該当しない旨の誓約書（様式第３号） 

オ 喀痰吸引等を受ける千葉市民の住民票又は個人情報確認に係る同意書（様式

第２号） 

（２）交付決定  

  交付申請の審査後、『千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付（不交付）決定通知書（様式第６号）』

が交付される。 

（３）実績報告  

  ① 提出時期 … 研修修了後 かつ 受講料支払い後 

  ② 提出書類 … 千葉市喀痰吸引研修支援事業助成金実績報告書（様式第１１号） 

    【添付書類】  ア 認定特定行為業務従事者認定証写し 

イ 助成対象経費について研修機関が発行する領収書（原本提出） 

ウ 登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録通知書写し又は 

登録を受ける旨の誓約書（様式第１２号）             

エ 研修実施日の分かる書類（実施状況報告書等） 

（４）確定通知  

実績報告の審査後、『千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付額確定通知書（様式第１３号）』が交付

される。 

（５）交付請求  

千葉市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付請求書（様式第１４号）提出 

（６）助成金支払い  

  千葉市から助成金支払い（口座振り込み） 

 

 
提出先 

 〒260-8722 

 千葉県千葉市中央区千葉港１番１号 

千葉市高齢障害部障害福祉サービス課  

 

問い合わせ先 

 電 話 ０４３－２４５－５２２８ 

  ＦＡＸ ０４３－２４５－５６３０ 

 Ｅ-mail shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp 

受講料の支払いは必ず交付決定後に行うこと。 

（交付決定前に支払った場合は助成対象とならない。） 
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